
 

 

令和 3 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

(追 加 提 出 分) 

 

 

 

 

 令和 8 年 3 月 3 日 



令和 8 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件（追加） 

 

議 案 

議案第 30 号  浜田市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

議案第 31 号  指定管理者の指定について（浜田市美又温泉美肌観光拠点施設） 

議案第 32 号 財産の無償貸付の変更について（「道の駅」ゆうひパーク浜田） 

議案第 33 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 12 号） 

議案第 34 号 令和 8 年度浜田市一般会計補正予算（第 1 号） 

議案第 35 号 令和 8 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 1 号） 

 

報 告 

報告第 3 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）橋梁床版

工事の変更契約） 
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議案第 30 号 

 

浜田市企業立地促進条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 3 月 3 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 

浜田市企業立地促進条例（平成 18 年浜田市条例第 29 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第 8 条を削り、第 9 条を第 8 条とする。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市企業立地促進条例の規定は、この条例の

施行の日以後に受け付けた申請に係る奨励金について適用し、同日前に受

け付けた申請に係る奨励金については、なお従前の例による。 
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議案第 31 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市美又温泉美肌観光拠点施設） 

 

浜田市美又温泉美肌観光拠点施設の管理について、指定管理者の指定をし

たいので、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

令和 8 年 3 月 3 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 

 

 

 

施設の名称 浜田市美又温泉美肌観光拠点施設 

指定管理者 住 所：浜田市金城町七条ハ 559 番地 2 

名 称：社会福祉法人いわみ福祉会 

代表者：理事長 室 崎 富 恵 

指定の期間 浜田市美又温泉美肌観光拠点施設条例（令和 7 年浜田市条

例第 34 号）の施行の日から令和 11 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 32 号 

 

財産の無償貸付の変更について 

 

令和 5 年 3 月 17 日議決を経た、「道の駅」ゆうひパーク浜田の無償貸付に

ついて次のとおり変更したいので、地方自治法第 96 条第 1 項第 6 号の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

令和 8 年 3 月 3 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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  無償貸付の期間 変更前 令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

         変更後 令和 5 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

































































議案第35号

令 和 ８ 年 度

浜 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
（第 １ 号）



1

補正予算に関する説明書

2

3

5

6

7
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令和8年度　浜田市水道事業会計予算実施計画  ………………………………

目　　　　　　次

令和8年度　浜田市水道事業会計補正予算（第1号） …………………………………

令和8年度　浜田市水道事業予定貸借対照表　…………………………………

令和8年度　浜田市水道事業予定損益計算書　…………………………………

令和8年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和8年度　個別注記　……………………………………………………………

その他の書類

　　　令和8年度　収益的収入及び支出明細書　………………………………



（総則）

第１条 令和8年度浜田市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和8年度浜田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款

第１項

第２項

第１款

第１項

令和8年3月3日　提出

浜田市長　三　浦　大　紀

（補正予定額）

支　出 千 円

千 円

令和8年度浜田市水道事業会計補正予算（第1号）

（科　目） （既決予定額） （補正予定額）

595,566

（科　目） （既決予定額） （計）

482,481

収　入

1,706,320

1,223,838

1,701,691

1,852,028

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用 1,702,7761,085

千 円 千 円

1,707,405

1,111,838

（計）

1,085

113,085

△ 112,000

千 円 千 円

1,850,943 1,085
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　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業収益 1,706,320 1,085 1,707,405

(1) 営 業 収 益 1,223,838 △ 112,000 1,111,838

1 給 水 収 益 1,175,423 △ 112,000 1,063,423

(2) 営 業 外 収 益 482,481 113,085 595,566

2 他 会 計 補 助 金 77,338 113,085 190,423

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業費用 1,850,943 1,085 1,852,028

(1) 営 業 費 用 1,701,691 1,085 1,702,776

4 業 務 費 109,481 1,085 110,566

令和8年度　浜田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

款 項 目
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（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 518,217

ﾛ　建物 1,405,974

 減価償却累計額 △ 863,285 542,689

ﾊ　構築物 38,787,247

 減価償却累計額 △ 20,029,122 18,758,125

ﾆ　機械及び装置 8,112,065

 減価償却累計額 △ 6,643,344 1,468,721

ﾎ　車両運搬具 15,303

 減価償却累計額 △ 14,044 1,259

ﾍ　工具器具及び備品 45,402

 減価償却累計額 △ 27,280 18,122

ﾄ　建設仮勘定 192,576

 有形固定資産合計 21,499,709

(2) 無形固定資産

ｲ　施設利用権 71,090

 無形固定資産合計 71,090

 固定資産合計 21,570,799

2　流動資産

(1) 現金預金 1,070,280

(2) 未収金 229,653

　　貸倒引当金 △ 500 229,153

(3) 貯蔵品 5,806

流動資産合計 1,305,239

資産合計 22,876,038

（ 令和9年3月31日 ）

資　　産　　の　　部

令和8年度　浜田市水道事業予定貸借対照表
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 6,492,869

 企業債合計 6,492,869

(2) 引当金

ｲ　修繕引当金 35,573

 引当金合計 35,573

 固定負債合計 6,528,442

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 610,829

 企業債合計 610,829

(2) 未払金 229,686

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 15,376

 引当金合計 15,376

(4) その他流動負債 100

 流動負債合計 855,991

5　繰延収益

(1) 長期前受金 17,730,631

　　長期前受金収益化累計額 △ 9,967,322

 繰延収益合計 7,763,309

 負債合計 15,147,742

6　資本金 4,852,606

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国県補助金 59,743

ﾛ　他会計補助金 8,912

ﾊ　工事負担金 12,863

ﾆ　受贈財産評価額 147,329

 資本剰余金合計 228,847

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 2,646,843

 利益剰余金合計 2,646,843

 剰余金合計 2,875,690

 資本合計 7,728,296

 負債資本合計 22,876,038

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 給水収益 966,748

 (2) 受託工事収益 91

 (3) その他営業収益 46,091 1,012,930

2　営業費用

 (1) 原水及び浄水費 202,173

 (2) 配水及び給水費 381,269

 (3) 受託工事費 93

 (4) 業務費 104,685

 (5) 総係費 66,792

 (6) 減価償却費 877,467

 (7) 資産減耗費 15,020

 (8) その他営業費用 60 1,647,559

　営業損失 634,629

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 1,651

 (2) 他会計補助金 190,423

 (3) 長期前受金戻入 402,565

 (4) 雑収益 919 595,558

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 80,892

 (2) 雑支出 30,010 110,902 484,656

　経常損失 149,973

5　特別利益

 (1) 過年度損益修正益 1 1

6　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 728 728

7　予備費

 (1) 予備費 500 500 1,227

　当年度純損失 151,200

　前年度繰越利益剰余金 2,798,043

　当年度未処分利益剰余金 2,646,843

<参考>

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が634,629千円の赤字となっていますが、実質的な営業

損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、232,064千円の赤字

となります。

令和8年度　浜田市水道事業予定損益計算書
（令和8年4月1日から令和9年3月31日）
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益（△は損失） △ 151,200

減価償却費 877,467

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 632

賞与等引当金の増減額（△は減少） 286

長期前受金戻入額（△） △ 402,565

資産減耗費 15,020

受取利息及び配当金（△） △ 1,651

支払利息 80,892

未収金の減少（△は増加） 10,585

貯蔵品の減少（△は増加） 163

未払金の増加（△は減少） 1,098

429,463

受取利息及び配当金の受取額 1,651

利息の支払額 △ 80,892

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 350,222

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 1,112,962

固定資産売却収入 1

工事負担金等収入 169,694

国庫補助金の収入 103,939

他会計補助金収入 272,896

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 566,432

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良企業債による収入 725,600

建設改良企業債の償還等による支出（△） △ 652,722

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) 72,878

資金増加額（△は減少額）　　　　 (A+B+C) △ 143,332

資金期首残高 1,213,612

資金期末残高 1,070,280

令和8年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和8年4月1日から令和9年3月31日）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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令和８年度 個 別 注 記 
 

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

（1）たな卸し資産の評価基準及び評価方法について 

① 貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定。） 
 
（2）固定資産の減価償却の方法について 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業等会計規程第83条の規定により定額法を適用。 
 
保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。 

種 類 耐用年数(年) 種 類 耐用年数(年) 

建物 38～50  車両運搬具 4～5 

構築物 30～60  工具器具及び備品 2～15 

機械及び装置 5～20 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業等会計規程第83条の規定により定額法を適用。 

 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。 
 
（3）引当金の計上方法について 

① 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を貸倒引当

金として計上している。 

 

② 修繕引当金 

平成26年3月31日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の

例により、修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。 
 
③ 賞与等引当金  

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業

年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

 

（4）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。 

 

 

2.予定貸借対照表等に関する注記 
 

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について 

貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、浜

田市（市長部局）との協定書に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は2,191,591千

円である。 
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3.予定損益計算書に関する注記 

特記事項なし。 
 

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 
 

（1）重要な非資金取引について  該当なし。 
 

5.セグメント情報に関する注記 

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。 
 

6.減損損失に関する注記 
 

（1）減損の兆候について  該当なし。 

 

7.重要な後発事象に関する注記  該当なし。 
 

8.その他の注記   
 

（1）貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて 

  当事業年度において、債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金1,132千円を取り崩す。 

 

（2）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払

いを行うため、賞与等引当金14,867千円を取り崩す。 

 

8 



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,706,320 1,085 1,707,405

営 業 収 益 1,223,838 △ 112,000 1,111,838

1 給 水 収 益 1,175,423 △ 112,000 1,063,423

給 水 収 益 △ 112,000

営 業 外 収 益 482,481 113,085 595,566

2 他 会 計 補 助 金 77,338 113,085 190,423

一 般 会 計 補 助 金 113,085

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,850,943 1,085 1,852,028

営 業 費 用 1,701,691 1,085 1,702,776

4 業 務 費 109,481 1,085 110,566

備 消 耗 品 費 40

委 託 料 1,045

水 道 事 業 費 用

(1)

目 節

目

款　　項

(2)

令和8年度　収益的収入及び支出明細書

水 道 事 業 収 益

節

(1)

款　　項
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